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６年市長提出第４１号議案  

   市有財産（土地）の売払いについて  

 本市は、次の内容により市有財産（土地）を売り払うものとする。  

  令和６年６月１０日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之   

１ 土地の所在  瀬戸市日の出町３４番３４  

２ 地 目  原野 

３ 登 記 面 積  １５，８８９平方メートル  

４ 売 払 方 法  一般競争入札  

５ 売 払 価 額  １５９，０００，０００円 

６ 売 払 先  瀬戸市定光寺町１２１４番地の１ 

         株式会社寿工業  

         代表取締役  渡邊哲也 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、市有財産（土地）を売り払うに当たり、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和５２年瀬

戸市条例第１号）第３条の規定により、議会の議決を求めるため必要があ

るからである。  



２ 

 

６年市長提出第４２号議案  

瀬戸市市税条例の一部改正について  

瀬戸市市税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和６年６月１０日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市市税条例の一部を改正する条例  

瀬戸市市税条例（昭和４０年瀬戸市条例第６号）の一部を次のように改

正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

 （寄附金税額控除）  （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に

法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲

げる寄附金又は次に掲げる寄附金（市内に事務

所又は事業所を有する法人等に対する寄附金に

限る。）を支出した場合には、同項に規定する

ところにより控除すべき額（当該納税義務者が

前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄

附金を支出した場合にあっては、当該控除すべ

き金額に特例控除額を加算した金額。以下この

項において「控除額」という。）をその者の第

３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所

得割の額から控除するものとする。この場合に

おいて、当該控除額が当該所得割の額を超える

ときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当

する金額とする。 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に

法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲

げる寄附金又は次に掲げる寄附金（市内に事務

所又は事業所を有する法人等に対する寄附金に

限る。）若しくは金銭を支出した場合には、同

項に規定するところにより控除すべき額（当該

納税義務者が前年中に同条第２項に規定する特

例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、

当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金

額。以下この項において「控除額」という。）

をその者の第３４条の３及び前条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものとする

。この場合において、当該控除額が当該所得割

の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得

割の額に相当する金額とする。 

 ⑴から⑻まで ＜省略＞  ⑴から⑻まで ＜省略＞ 

 ⑼ 所得税法第７８条第２項第４号に規定する

公益信託の信託財産とするために支出した当

 ⑼ 所得税法第７８条第３項に規定する特定公

益信託の信託財産とするために支出した金銭



３ 

 

該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金

（愛知県知事又は愛知県教育委員会の所管に

属する公益信託（市内に事務所又は事業所を

有する法人が管理するものに限る。）の信託

財産とするために支出したものに限る。） 

（愛知県知事又は愛知県教育委員会の所管に

属する公益信託（市内に事務所又は事業所を

有する法人が管理するものに限る。）の信託

財産とするために支出したものに限る。） 

⑽ ＜省略＞  ⑽ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （市民税の減免）  （市民税の減免） 

第５１条 ＜省略＞ 第５１条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようと

する者は、規則で定める期日までに次に掲げる

事項を記載した申請書に減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ただし、市長が、当該者が同

項各号のいずれかに該当することが明らかであ

り、かつ、市民税を減免する必要があると認め

る場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようと

する者は、規則で定める期日までに次に掲げる

事項を記載した申請書に減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ただし、市長が、当該者が前

項各号のいずれかに該当することが明らかであ

り、かつ、市民税を減免する必要があると認め

る場合は、この限りでない。 

 ⑴から⑶まで ＜省略＞  ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の

２若しくは第１２号の固定資産又は同項第１６

号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機

構が設置する医療関係者の養成所において直接

教育の用に供するものに限る。）について同項

本文の規定の適用を受けようとする者は、土地

については第１号及び第２号に、家屋について

は第３号及び第４号に、償却資産については第

５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書

を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若

しくは私立学校法（昭和２４年法律第２７０号

）第１５２条第５項の法人、公益社団法人若し

くは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉

法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和２

３年法律第２０５号）第３１条の公的医療機関

第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の

２若しくは第１２号の固定資産又は同項第１６

号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機

構が設置する医療関係者の養成所において直接

教育の用に供するものに限る。）について同項

本文の規定の適用を受けようとする者は、土地

については第１号及び第２号に、家屋について

は第３号及び第４号に、償却資産については第

５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書

を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若

しくは私立学校法（昭和２４年法律第２７０号

）第６４条第４項の法人、公益社団法人若しく

は公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法

人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の



４ 

 

の開設者、令第４９条の１０第１項に規定する

医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人

、一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２

条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。

以下この条において同じ。）に該当するものに

限る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人

に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独

立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合

若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務

員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会

で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士

、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは

作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団

法人若しくは公益財団法人で図書館を設置する

もの、公益社団法人若しくは公益財団法人若し

くは宗教法人で博物館法（昭和２６年法律第２

８５号）第２条第１項の博物館を設置するもの

又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術

の研究を目的とするもの（以下この条において

「学校法人等」という。）の所有に属しないも

のである場合においては当該土地、家屋又は償

却資産を当該学校法人等に無料で使用させてい

ることを証明する書面を添付して、市長に提出

しなければならない。 

開設者、令第４９条の１０第１項に規定する医

療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、

一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条

第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以

下この条において同じ。）に該当するものに限

る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に

該当するものに限る。）、社会福祉法人、独立

行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若

しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員

共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で

看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、

助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作

業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法

人若しくは公益財団法人で図書館を設置するも

の、公益社団法人若しくは公益財団法人若しく

は宗教法人で博物館法（昭和２６年法律第２８

５号）第２条第１項の博物館を設置するもの又

は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の

研究を目的とするもの（以下この条において「

学校法人等」という。）の所有に属しないもの

である場合においては当該土地、家屋又は償却

資産を当該学校法人等に無料で使用させている

ことを証明する書面を添付して、市長に提出し

なければならない。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

 （固定資産税の減免）  （固定資産税の減免） 

第７１条 ＜省略＞ 第７１条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けよ

うとする者は、規則で定める期日までに、次に

掲げる事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長

に提出しなければならない。ただし、市長が、

当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれ

かに該当することが明らかであり、かつ、固定

資産税を減免する必要があると認める場合は、

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けよ

うとする者は、規則で定める期日までに、次に

掲げる事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長

に提出しなければならない。ただし、市長が、

当該者が所有する固定資産が前項各号のいずれ

かに該当することが明らかであり、かつ、固定

資産税を減免する必要があると認める場合は、



５ 

 

この限りでない。 この限りでない。 

 ⑴から⑸まで ＜省略＞  ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

 （特別土地保有税の減免）  （特別土地保有税の減免） 

第１３９条の３ ＜省略＞ 第１３９条の３ ＜省略＞ 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、次に掲げる

事項を記載した申請書にその減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出

しなければならない。ただし、市長が、当該者

が所有し、又は取得する土地が同項各号のいず

れかに該当することが明らかであり、かつ、特

別土地保有税を減免する必要があると認める場

合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、次に掲げる

事項を記載した申請書にその減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出

しなければならない。ただし、市長が、当該者

が所有し、又は取得する土地が前項各号のいず

れかに該当することが明らかであり、かつ、特

別土地保有税を減免する必要があると認める場

合は、この限りでない。 

 ⑴から⑶まで ＜省略＞  ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

   附 則    附 則 

  （公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

 第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第４０条

第３項後段（同条第６項から第１０項まで及び

第１１項（同条第１２項において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）の規定に

よりみなして適用する場合を含む。）の規定の

適用を受けた同法第４０条第３項に規定する公

益法人等（同条第６項から第１１項までの規定

により特定贈与等に係る公益法人等とみなされ

る法人を含む。）を同条第３項に規定する贈与

又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第３

条の２の３で定めるところにより、これに同項

に規定する財産（同法第４０条第６項から第１

１項までの規定により特定贈与等に係る財産と

みなされる資産を含む。）に係る山林所得の金

額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市

民税の所得割を課する。 



６ 

 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条 農地に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げ

る負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「農地

調整固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該農地調整固定資産税額とする。 

第１３条 農地に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額に

、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる

負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負

担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「農地調

整固定資産税額」という。）を超える場合には

、当該農地調整固定資産税額とする。 

＜省略＞ 
 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

（施行期日）  

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。  

 ⑴ 第５６条の改正規定  令和７年４月１日  

 ⑵ 第３４条の７第１項の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定  

公益信託に関する法律（令和６年法律第  号）の施行の日の属する

年の翌年の１月１日   

（市民税に関する経過措置）  

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第

３条第１項の規定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定に
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よる改正後の瀬戸市市税条例第３４条の７第１項（第９号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、同項第９号中「寄附金」とあるのは、

「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附

則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第

１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定寄

附金とみなされるものを含む。）」とする。  

 

 （理 由） 

この案を提出するのは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部

改正等に伴い、瀬戸市市税条例中所要の事項を改正するため必要があるか

らである。  
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６年市長提出第４３号議案  

   瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと  

する。  

  令和６年６月１０日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の  

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

介護保険法第８条の２第１６

項に規定する介護予防支援に

係る事業者の指定の申請手数

料（介護予防支援を居宅介護

支援と一体的に行うために申

請を同時に行う場合を除く。

） 
 

種類 金額 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

介護保険法第８条の２第１６

項に規定する介護予防支援に

係る事業者の指定の申請手数

料 

 

 

 
 

 備考 ＜省略＞  備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

  

（理 由） 
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この案を提出するのは、介護予防支援に係る事業者の指定の申請手数料  

に係る事項を改めるに当たり、瀬戸市手数料徴収条例中所要の事項を改正

するため必要があるからである。  
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６年市長提出第４４号議案  

瀬戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び瀬戸市

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部改正について  

瀬戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び瀬戸市指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定めるものとする。  

令和６年６月１０日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之 

瀬戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び瀬戸市

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例  

 （瀬戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例（平成２

６年瀬戸市条例第３６号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下  

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（地域包括支援センターの職員に係る基準及び

当該職員の員数） 

（地域包括支援センターの職員に係る基準及び

当該職員の員数） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当する区

域における第１号被保険者の数がおおむね３，

０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき

第４条 一の地域包括支援センターが担当する区

域における第１号被保険者の数がおおむね３，

０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき
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専らその職務に従事する常勤の職員及びその員

数（地域包括支援センター運営協議会（介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。

第３号において「省令」という。）第１４０条

の６６第１号イに規定する地域包括支援センタ

ー運営協議会をいう。以下同じ。）が第１号被

保険者の数及び地域包括支援センターの運営の

状況を勘案して必要であると認めるときは、常

勤換算方法（当該地域包括支援センターの職員

の勤務延時間数を当該地域包括支援センターに

おいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除する

ことにより、当該地域包括支援センターの職員

の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をい

う。）によることができる。次項において同じ

。）は、原則として次のとおりとする。 

専らその職務に従事する常勤の職員及びその員

数は、原則として次のとおりとする。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 主任介護支援専門員（省令第１４０条の６

６第１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員

をいう。）その他これに準ずる者 １人 

 ⑶ 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。次項第２号

において「省令」という。）第１４０条の６

６第１号イ⑶（介護保険法施行規則の一部を

改正する省令（平成２７年厚生労働省令第１

９号）附則第３条の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）に規定する主任介護支

援専門員をいう。）その他これに準ずる者 

  １人 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援セン

ター運営協議会が地域包括支援センターの効果

的な運営に資すると認めるときは、複数の地域

包括支援センターが担当する区域を一の区域と

して、当該区域内の第１号被保険者の数につい

て、おおむね３，０００人以上６，０００人未

満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を

当該複数の地域包括支援センターに配置するこ

とにより、当該区域内の一の地域包括支援セン

ターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする
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。この場合において、当該区域内の一の地域包

括支援センターに置くべき常勤の職員及びその

員数は、同項各号に掲げる者のうちから２人と

する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに掲げる場合には、地域包括支援センター

に置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄

に掲げる担当する区域における第１号被保険者

の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとこ

ろによることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに掲げる場合には、地域包括支援センターに

置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に

掲げる担当する区域における第１号被保険者の

数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところ

によることができる。 

 ⑴ 第１項の基準によっては地域包括支援セン

ターの効率的な運営に支障があると地域包括

支援センター運営協議会において認められた

場合 

 ⑴ 前項の基準によっては地域包括支援センタ

ーの効率的な運営に支障があると地域包括支

援センター運営協議会（省令第１４０条の６

６第１号ロ⑵に規定する地域包括支援センタ

ー運営協議会をいう。次号及び次条において

同じ。）において認められた場合 

⑵ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

担当する区域における

第１号被保険者の数 

地域包括支援センターに

置くべき職員及びその員

数 

おおむね１，０００人

未満 

第１項各号に掲げる者の

うちから１人又は２人 

おおむね１，０００人

以上２，０００人未満 

第１項各号に掲げる者の

うちから２人（うち１人

は、専らその職務に従事

する常勤の職員とする。

） 

おおむね２，０００人

以上３，０００人未満 

専らその職務に従事する

常勤の第１項第１号に掲

げる者１人及び専らその

職務に従事する常勤の同

項第２号又は第３号に掲

げる者のいずれか１人 
 

担当する区域における

第１号被保険者の数 

地域包括支援センターに

置くべき職員及びその員

数 

おおむね１，０００人

未満 

前項各号に掲げる者のう

ちから１人又は２人 

おおむね１，０００人

以上２，０００人未満 

前項各号に掲げる者のう

ちから２人（うち１人は

、専らその職務に従事す

る常勤の職員とする。） 

 

おおむね２，０００人

以上３，０００人未満 

専らその職務に従事する

常勤の前項第１号に掲げ

る者１人及び専らその職

務に従事する常勤の同項

第２号又は第３号に掲げ

る者のいずれか１人 
 

  

 （瀬戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
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支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部改正）  

第２条 瀬戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例（平成２６年瀬戸市条例第３９号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第１３条 指定介護予防支援事業者は、法第１１

５条の２３第３項の規定により指定介護予防支

援の一部を委託する場合には、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

第１３条 指定介護予防支援事業者は、法第１１

５条の２３第３項の規定により指定介護予防支

援の一部を委託する場合には、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

⑴ 委託に当たっては、中立性及び公正性の確  

 保を図るため地域包括支援センター運営協議

会（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号）第１４０条の６６第１号イに規

定する地域包括支援センター運営協議会をい

う。）の議を経なければならないこと。 

⑴ 委託に当たっては、中立性及び公正性の確

保を図るため地域包括支援センター運営協議

会（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号）第１４０条の６６第１号ロ⑵に

規定する地域包括支援センター運営協議会を

いう。）の議を経なければならないこと。 

 ⑵から⑷まで ＜省略＞  ⑵から⑷まで ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号）の一部改正に伴い、瀬戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例及び瀬戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
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介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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６年市長提出第４５号議案  

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部改正について  

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。  

令和６年６月１０日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例  

 瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「精神障害者」とは、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号。以下「精神保健福祉

法」という。）第５条第１項に規定する精神障

害者をいう。 

第２条 この条例において「精神障害者」とは、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号。以下「精神保健福祉

法」という。）第５条に規定する精神障害者を

いう。 
  

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号）の一部改正に伴い、瀬戸市精神障害者医療費助

成条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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６年市長提出第４６号議案  

瀬戸市下水道条例の一部改正について  

瀬戸市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和６年６月１０日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市下水道条例の一部を改正する条例  

瀬戸市下水道条例（昭和４５年瀬戸市条例第７号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料の額） 

第１３条 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に応じ、

次の表に定めるところにより算出した基本使用

料（以下「基本使用料」という。）の額及び従

量使用料の額にそれぞれ１００分の１１０を乗

じて得た額（１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）を合算した額とする。 

（使用料の額） 

第１３条 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に応じ、

次の表に定めるところにより算出した基本使用

料と超過使用料の額にそれぞれ１００分の１１

０を乗じて得た額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）を合算した額とする

。 

排除汚水

の種別 

 

基本使用料 

（１月につき） 

従量使用料 

（１月につき） 

 

金額 従量排除汚水

量 

 

金額（

１立方

メート

ルにつ

き） 

一般用 円 

 

７５０ 

立方メートル 

 

４まで 

円 

 

２０ 

排除汚水

の種別 

 

基本使用料 

（１月につき） 

超過使用料 

（１立方メートルに

つき） 

基本排

除汚水

量 

 

 

金額 超過排除汚水

量 

金額 

 

一般用 立方メ

ートル 

１０ 

円 

 

７５０ 

立方メートル 

 

 

円 

 

 



１７ 

 

４を超え１０

まで 

５０ 

１０を超え２

０まで 

１１０ 

２０を超え５

０まで 

１２０ 

５０を超え１

００まで 

１３０ 

１００を超え

るもの 

１３５ 

公衆浴場

用 

４５０ ― ６０ 

 

 

 

１０まで 

 

 

 

８５ 

１０を超え４

０まで 

９５ 

４０を超え９

０まで 

１０５ 

   ９０を超える

もの 

１１０ 

公衆浴場

用 

１０ ４５０ ― ５０ 

 

（特殊営業の排除汚水量の認定等） （特殊営業の排除汚水量の認定等） 

第１５条 ＜省略＞ 第１５条 ＜省略＞ 

（月の中途における使用料の算定） 

第１５条の２ 月の中途において、下水道の使用

を開始し、若しくは廃止し、又は中止したとき

の使用料は、次のとおりとする。 

 ⑴ 使用日数が１６日以上のときは、１月分と

して算定する。 

 ⑵ 使用日数が１５日以下のときは、第１３条

の表の適用については、基本使用料はその２

分の１とし、従量使用料は同表従量排除汚水

量の欄中「４」を「２」とし、「１０」を

「５」とし、「２０」を「１０」とし、「５

０」を「２５」とし、「１００」を「５０」

として算定する。 

２ 月の中途において、一般用又は公衆浴場用の

種別に変更があった場合は、その使用日数の多

い料率を適用して算定する。ただし、その使用

日数が等しいときは、変更後の料率を適用す

る。 

 

  

附 則 

（施行期日）  



１８ 

 

１ この条例は、令和６年１２月１日（以下「施行日」という。）から施

行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の瀬戸市下水道条例第１３条の規定にかかわらず、この条例の

施行日前から継続して使用している公共下水道で、同日前までの排除汚

水量に係る使用料が含まれる場合については、なお従前の例による。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、下水道事業の経営基盤の強化及び受益者負担の

適正化を図るため下水道の使用料を改定する等に当たり、瀬戸市下水道条

例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  

 

 



１９ 

 

６年市長提出第４７号議案  

   瀬戸市水道法施行条例の一部改正について  

瀬戸市水道法施行条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと  

する。  

  令和６年６月１０日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市水道法施行条例の一部を改正する条例  

瀬戸市水道法施行条例（平成２４年瀬戸市条例第４２号）の一部を次の  

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格） 

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定め

る資格は、次のとおりとする。 

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定め

る資格は、次のとおりとする。 

 ⑴から⑸まで ＜省略＞  ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

 ⑹ 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた

者が行う水道の管理に関する講習の課程を修

了した者 

⑹ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道

の管理に関する講習の課程を修了した者 

  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５

号）の一部改正に伴い、瀬戸市水道法施行条例中所要の事項を改正するた

め必要があるからである。  


